
」 

喝岡判 

明 
例 
刻 
句 
司 

同 
列 
珂 
叫 
制 

嘱 
明 
朝 
刊 
拙川 
噂 

」印 

判 

叫 
印 
西 

m   
惑   

（許可状の喝示） 第九利巧司 仙界九．刹  

引 

た 
前 

第 
一 

．印判前出醐姻し条項 
の 

規 
定 
に 

よ 

る 

晦 
検 
又 
は 

捜 

は 

必  

即  引  

都 

道府 

． 県 
．「 知 
． 事 
・㌧ は 
1 

．＝‥。 

旬 可 
刊 状 

．㌧ を 
．㌧ 児 

山 萄 
叩 の 

」 福 
「」 祉 
川 に 

「…． 関 
鳥」 す 
＝「 る 

」 事 
児 務 
萄 に 

国 従 
叫 

呵 
事 
す 

偶   る   

要
が
あ
る
と
 
 

日 

劇 

嘩 
m刑 

射 

れ 
な 

け 
れ 
ば 
な 
ら 

な 
い 

ま
、
こ
 
 

で
の
間
に
は
、
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

が
あ
る
こ
と
に
 
 

め
る
と
き
は
、
日
没
後
ま
で
 
 

し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

分
を
受
け
る
 
 

第 

の三一項の規定によ刹囁 

検 
又 

は 
捜 

の 

許 
可 
止  

示
し
な
け
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

た
も
の
で
あ
る
こ
 
 

〔
新
設
〕
 
 
 

〔
新
設
〕
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」弼司「 第十l刹可コ  

児 
東 
再 

「 
嘲 
司 
司 
到 
日 

刊 
引 
到 
州側 

「「 

叫 
引－ 

凧川 

畑 
d川   

3  2  第 
の （ 

警 
童 護 察 

長 

臨 に 

を る 

署対す援 

助 
要 

助 請 
等 

援 第 ）  

二 

要 童 項 
合 の 

児 
童 

安 
全 
の 
の確 

認 
又 
は 
一   

者しくは質問をl   

」  
‥ 族 

で 
成 
年 
に 

達 
し 

立 た 
者 
を 

立 
ち 
会 

わ 
せ 
な 
け 
れ 
ば 
な 
ら 

な 
い 

〓 
。   

」 

」 
岬 

1  

（
警
察
署
長
に
対
す
る
援
助
要
請
等
）
 
 

第
十
条
 
児
童
相
談
所
長
は
、
第
八
条
第
二
項
の
児
童
の
安
全
の
確
認
又
は
一
 
 
 

時
保
護
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
職
務
の
執
行
に
際
し
 
 
 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
児
童
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地
を
 
 
 

管
轄
す
る
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
都
道
府
県
知
 
 
 

事
が
、
前
条
第
「
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
刃
周
圃
問
l
を
さ
せ
よ
 
 
 

う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
 
 

2
 
児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
の
安
全
の
確
認
及
び
安
全
 
 
 

の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
適
切
に
、
前
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
り
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
。
 
 

〔
新
設
〕
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及 け イ   

び た 護  、項   
当 児 が  又 第   

該 童 行 は 三   
児 の わ 同 署   
童 保j ㌢り 手 の  
に 護 た 第 措   
つ の 土日 二 置   
い た 自 十／、   
て め に 三 以   
施 必 お   ‾F   
設 要 い 第 ＿「   

が て － 施   

所 あ  、項 設   
等 る 児   ノ   

の と 童 し 戸  措 認 虐 く 等   

宥 め 孝、 は の   
が る の 第 桔   
採 と 樗 二 置   
ら き 止 唄」‾   

は 及 の と   
て 、び ソ い   
い 児 児 疋 つ   
る 童 童 に d   
土日 相 虐 よ 

＼ノ   

自 歪 子、 る が   

に 戸 を 一 採   
お 長 受 晴 ら   

行 止 は 第 一一   
つ 及 、二 唄   
た び 児 十 第   

イ 児 童 八 三   
護 童 相  」コ   

虐 霞 の の   
に 才、所l頒」指   
つ を 長 定 置   
い 受 又 に／へ   
て け は よ 以   
当 た 同 る 下   

も  

該 児 口  「  児 童 に の 施   
童 の ゾ  に 設   

と†定］ド   
の 護   る プi   
面 の る  ○ 等   

施 ）  の   

又 点 設 が 指   
は カ の 採 置   
通 ら 長 ら L‾   
信  、は  
を 当 、 

と  

た い   
制 該 児 玉日 う   

ド 児 童 己   
○   

、）   

童 虐 に   
る 虐 寺、 お．へ   
こ 不 の い 同   
と を 持 てと  

（面会等 

の 
制 
限 
等 

）  

5■  
第 

目 （ 

べ 児童 「 条  

∴ 略  J 虐 
り 待 

両 1 を 
出凪 行 

－ 」叫 っ 

∴ H叫 川 た 
㍉ 」1 

」 
保 

摘 
帯 ‥ 

・㌧‥ 別 
護者 

に 

理 q 
判 せ 

対す 

る 

∴ ．． 

川 ．． 

．、． ‥ 
掴嘲笥 

〓 ）  

叫 
可 ‥ハ 

r 圏 

J 吋 
H．‥ 」 

叫．㍉ 
「． 

． 

＝刊． 

．・1 
．1   

」呵 

頭   

A 
（画 

珊瑚 

過 
信 
の 
制 
限 
等 
）  

痢  

（
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
す
る
周
囲
）
 
 

第
十
一
条
 
略
 
 

2
・
3
 
略
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第
十
二
条
の
二
 
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
に
つ
い
て
施
設
入
所
等
の
措
置
 
 
 

（
児
童
福
祉
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
内
項
国
 
 
 

対
竃
1
）
 
が
採
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
児
童
虐
待
を
行
っ
た
 
 

31  引  

句1  児 … 」■ 句1  」  

〓 
り〓 

＝」 

詞 
児 
童 

到 と 

詞 叫 
児 珂刑甲 

」 司叫   州「 

叫 喝 
11 司 

両 冊叫 

㍉． 周 
朝 

号 倒 

州∴ 可 
卜■∵ 国 

・．一 
珊 

税 
喝 

封 す 
劉 

叫1 圃 
刻 設 
山側 の 

団 長 
扇 

塊魂 ぃじ  

は 

司  困  呵   厚  

第 
十 

条 
の 
二  

法 
児 
童 
虐 
待 
を 

受 
け 
た 
児 
童 
に 
つ 
い 

て 

設 
入 
所 
等 

の 

措 
置   

た   施   

が
で
き
る
。
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十 
」 両 」 

世 糾 
∴・宮 の 

‥十、 「一「  

叫 
第条  

児 
‥ 萄 

相 

談 
項 所 

長 
小 は 
車 ヾ呵 

児 
童 
福 
祉 
喝 
第 

三 
十 
三 
条 

」 第 
一 

∵ 項の 

規   

2  

護 
者 

保山叫到頭児萄を 

引 
き 
渡 

し 

た 叫 
場 
合 

条 に 
は 

一 
再 
び 
児 
童 

長 虐 
待 
が 
行 

われる   

2
 
略
 
 

〔
新
設
〕
 
 

護l署 

と 

認 
め 

る 

と 

憤 
噂 
借 

を 
求 
め 

層 

か 
つ 

曳 
こ 

れ 
を 
認 

め 
た  

を
行
う
に
至
る
ま
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
に
一
 
 

喝
偶
頚
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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十 
相 

第二東可四  

」〓‥ 

〓． 
描 

剤 
■ 

1 
叫 
川刷 

十い 

圭 ・ 

“－ 

㌧ 

羊 
・．‥ 

じ 呵・ 

J ．り 
∴ 
ト・ 

∴∴ 

－ 

周 到 
∵ 

即   

萄   

引  引  
」 

都 
適 

l 

∴ Ⅲ 
一∵ 

申 ・、． 

〓 
」 
1・ 

」． 
〓．   

「 
利 
剣 
勾 
引 
リ 

H叫 ．1 

期 引 
引 き 

封 続 
剖 
¶ 

き 

川  児 
u   童  

る
こ
と
が
 
 で
き
る
。
 
 
 

〔
新
設
〕
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第 
十 
三 

条  

措 

叩等 

の 
措 
置 
の 

解 
、 開 

「   

童 
虐 
待 
を 

受 
け 
た 
児 
童 
に 

つ 

い 
て 
施 
設 
入   

6■  引  41  
・ H ハ 

圧 。   覇」 

∵ 
」 呵 

」． ．∵ 」 

． 

∴〓 」 
い・・しぃ1 車 
岬 叫． 

‥h‥ ‥‥ 
．．1 ‖両 

「 川 日 
前畑 ． 

∵」 q 
：． 剖 

晶 

H川りり∴ 」． 廟 
リ 「「 

」 項 
点 の 
ト 規 
‥1川 定 

う に 
∵ よ 

り 川－ 両‥ り 

¶ 第 
…－  川   一   

第 

」 
児 

条  

措 

都 
道 

府 

県 
知 
事 
は 
、 

励＼〕 

虐 

待 

を 

受 
け 

た 
児 
童 
に 

つ 

い 
て 

施 
設 

入   
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M 
閲 

琶ほ塾間借J服属僅円 価野十三剰叫ヨ 嘲 

膿 
日 四国 

州 間 
ヨ∴胡 

¶遍 

員 
〓 
・」 

屈 

の」 盟 

脇 
∴ 

雪 
田田 

問 
∴ 托 

∴ 廻 
同 
園 

1 
訓紺  
簡  

十 

■ 

割 
適 
廟 
痢 
知 

司 
亜 

叫 
詞 
司 
「  

仙  

は 
、 

当 

該 
児 
童 
の 
保 
護 
者 
に 
つ 

い 
て 
同 

に  号 
の 
指 
導 
を 
行 
う 

こ 

調 
珂 

と 

と 

さ 

れ 
た 
児  

〔
新
設
〕
 
 

〔
新
設
〕
 
 
 

童
福
祉
司
等
の
意
見
を
聴
 
 

は
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に
つ
い
て
同
号
の
指
導
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
児
 
 
 

ば
な
ら
な
い
 
な
い
 
。
 
 

84  

一
1
 市

川
 
 



則 
（罰） 笥剰  

． 

‖＝ 
‥ 

．叫 
」 

」 
． ． 

」 
呵 
り 

り 
」 

． 

岡 

到 
鳳刷 

引 
感「 
爪叫 

痢   

利 

都 
川 道 

府 

県 
児 
童 
福 
祉 
審 
議 
会  
（ 

同 

条第 

一 

笥 項 
た 

び だ 
し 

書 
に 

規 
研 定 

す 
る 

都 
道  

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

〔
新
設
〕
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第 
二 

斜 十 
」 五 
凋 条 

略   の 
…川 七  

る 

． 市 
町 

司爪り 村 
血矧 告 （ 
コ凪 次 
d 項 

J に 
叫 規 
出 定 
頭 す 
可 る 

刹 町 

－ 山叫 村 
列 

つ を 

∴ 除 
び鋼 く 

司 。） 

苛 は 

リ 、 

バUl 童 
嘲   

要 

圃   
保 
護   

議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
を
晋
 
 

②
～
⑤
 
略
 
 

第
二
十
五
条
の
二
 
地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児
 
 
 

童
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
 
 
 

に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
 
 

○
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
 
 

く
よ
一
つ
 
 

改
 
正
 
案
 
 

め
な
け
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

第
二
十
五
条
の
七
 
市
町
村
（
次
項
に
規
定
す
る
町
村
を
除
く
。
）
は
、
要
保
護
 
 
 

児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
と
し
、
第
二
 
 
 

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
又
は
 
 
 

そ
の
保
護
者
（
以
下
「
通
告
児
童
等
」
と
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
 
 
 

と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

な
。
 
 

一
 
二
 
略
 
 

② 第 
二 

十 
五 
条 

に の 
二  

） 護 
地 

方公 

共 
団 
体 

は、単独で 
、 

又 

（ は共 

同 
し 

て 
、 

要 

保 

護児   

現
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②  

援 
福 
祉 

通 事 
な 務 

所 
を 
設 

置 
児 し 

て 
い 

な 
い 

町 
村 
は 

、 

要 
保 
護 

児 
童 
等 

周 
聞 

に 
1 対 

刷叫 す 
付 る 

目叫   支   

第 
二 

係 十 
九 
条  

る 

都 
道 

府 
県 
知 

は 事 
必 は 

、 

前 
条 
の 
規 
定 
に 

よ 

る 

措 
置 
を 

る 

た 

とめ、   

第 

十 
三 

条 
の 
七  

略  

珂 

洞   

②
 
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
は
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
 
 
 

援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
と
し
、
通
告
児
童
等
又
は
妊
産
婦
 
 
 

に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
 
 
 

置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
三
 
略
 
 

第 

十 
九 

条  

る 

都 
二 道 

府 
県 
知 
事 
は 
、 

前 
条 
の 
規 
定 
に 

よ 

る 

措 
置 
を 

る 

た 
め 

、   と   

第
三
十
三
条
の
七
 
略
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］ 
ハ 

第ヨ  

略  

第
六
十
二
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
 
 
 

罰
金
に
処
す
る
。
 
 

一
～
四
 
略
 
 

十 

第六「判明司． 

粛 
当 
の 

理 
由 
が 

な 
い 

の 

に 

第 

十 
九 

の 

規 
定 
に 

ず、若 

し 

く 

は 
虚 
偽 
の 

客 

せ 
ね 

は 

五 

十 
万 
円 

以 
下 
の 
罰 

金 
に 

処  

を 

権行う者又は未 

成 

年磯 

風 

人が 

あ 
為 
に 

至 
る 
ま 

で 
の 

間、 

親 

権を 

行 

う。  

児
童
委
員
≠
 
 

叫
劉
珂
到
山
 
 

刊
∴
ニ
∴
寸
、
 
 

し 

く 

は 
児 

虚 
、 

の 
禍 

く 

付 
関 
す 
刹 

若 
務 
に 
従 
事 
す 
る 

職 
員 
の 

第」¶「コ司叫司  

略  

第 
六 
十 
二 

虚 条  

各 
号 
の 

い 

次のずれ 

ヤ 
、 

か 

巨 に 
∴ 該 

．亘 当 

串 す 
十 る 

∴・ 者 
帖 は 
〓、 

∴・∴ 

十 
† 

融可 
万 
円 

割 以 
引 下 

い   の   

〔
新
設
〕
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附
 
則
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
目
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

（
検
討
）
 
 

第
二
条
 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
を
図
り
、
児
童
の
権
利
利
益
を
擁
護
す
る
観
点
か
ら
親
権
に
係
る
制
度
の
見
直
し
 
 
 

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
政
府
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
社
会
的
養
護
に
関
し
、
里
親
及
び
児
童
養
護
施
設
等
の
量
的
拡
充
に
係
る
方
策
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
虐
待
 
 
 

の
防
止
を
含
む
児
童
養
護
施
設
等
の
運
営
の
質
的
向
上
に
係
る
方
策
、
児
童
養
護
施
設
等
に
入
所
し
た
児
童
に
対
す
る
教
育
及
び
自
立
の
支
援
の
更
な
る
充
実
 
 
 

に
係
る
方
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
三
条
 
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
六
十
二
条
第
六
号
」
を
「
第
六
十
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。
 
 

ヨ
 
略
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児童虐待の取扱状況につい  

（平成18年中）  
資  

料  

1 児童虐待事件の検挙状況  

（1）検挙件数等  

検 挙 件 数   297件   前年比 75件（33．8％）増   
検 挙 人 員   329人   前年比 87人（36．0％）増   
被害児童数 －ノ   316人   前年比 87人（38．0％）増   

（2）態様別検挙件数の推移  

（件）  田身体的虐待   鴫性的虐待   口怠慢又は拒否  

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

5
 
0
 
5
 
0
 
5
 
0
 
5
 
 

3
 
3
 
2
 
2
 
1
 
1
 
 

平成12年  平成13年  平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  平成18年   

身体的 虐待   124   136   119   109   176   156   199   

性 的 虐 待   44   32   33   29   39   55   75   

怠慢又は拒否   18   21   20   19   14   23   

計   186   189   172   157   229   222   297   

（3）加害者と被害児童の関係等   

○ 実母が96人（29．2％）と最も多く、実父が86人（26．1％）、養・継父が56  

人（17．0％）、実母と内縁関係にある者が52人（15．8％）等。   

○ 被害児童の年齢は、1歳末滴が42人（13．3％）と最も多く、6歳以下の  

児童が139人（44．0％）と高い割合。   

2 児童が死亡した児童虐待事件の検挙状況  

（1）検挙件数等  

前年比 21人（55．3％）増  死亡児童数  

（2）加害者と被害児童の関係等   

○ 実母が33人（53．2％）と最も多く、実父が16人（25．8％）、養・継父が5  
人（8．1％）、実母と内縁関係にある者が4人（6．5％）等。   

○ 被害児童の年齢は、1歳未満が15人（25．4％）と最も多く、6歳以下の  
児童が50人（84．7％）と高い割合。  
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